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平成20年12月25日付け三重県公報号外に教育委員会関係条例が次のように掲載されました｡
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お知らせ ○ 公立大学法人三重県立看護大学の設立に伴う関係条例の整備に関する
条例 ………………………………………………………………………………… 福利・給与室 １頁

人 材 政 策 室
○ 三重県立特別支援学校条例の一部を改正する条例 …………………………… 特別支援教育室 ２頁

( 教 育 委 員 会 関 係 分 抜 粋 )

公 立 大 学 法 人 三 重 県 立 看 護 大 学 の 設 立 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 年 十 二 月 二 十 五 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

���������	

公 立 大 学 法 人 三 重 県 立 看 護 大 学 の 設 立 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例

( 略 )
( 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

第 四 条 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 六 条 第 四 項 中 ｢ 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 (｣ を ｢ 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 等 (｣ に 改 め 、 ｢ 規

定 す る 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 ｣ の 下 に ｢ 及 び 同 条 例 第 七 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行

政 法 人 の 役 員 ｣ を 加 え る 。

第 十 六 条 の 二 第 三 項 中 ｢ 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 ｣ を ｢ 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 等 ｣ に 改 め る 。

( 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

第 五 条 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 の 二 第 二 項 中 ｢ 若 し く は 同 項 第 四 号 に 規 定 す る 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 ｣ を ｢ 、 同 項 第 四 号

に 規 定 す る 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 若 し く は 第 七 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法

人 の 役 員 ｣ に 、 ｢ 又 は 同 項 第 四 号 に 規 定 す る 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 ｣ を ｢ 、 同 項 第 四 号 に 規 定 す る

特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 又 は 第 七 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員 ｣ に 改

め 、 第 十 九 号 を 第 二 十 一 号 と し 、 第 十 八 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

十 九 第 七 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 再 び 職 員 と な つ た 者 の 同 項 に 規 定 す る 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役

員 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間

二 十 第 七 条 の 三 第 二 項 に 規 定 す る 場 合 に お け る 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員 と し て の 引 き 続 い た 在

職 期 間

第 六 条 の 四 第 二 項 中 ｢ 第 五 条 の 二 第 二 項 第 二 号 か ら 第 十 九 号 ま で ｣ を ｢ 第 五 条 の 二 第 二 項 第 二 号 か ら 第 二 十

一 号 ま で ｣ に 改 め る 。

第 七 条 の 二 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 県 が 設 立 し た 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 か ら 復 帰 し た 職 員 等 に 対 す る 退 職 手 当 に 係 る 特 例 )

第 七 条 の 三 職 員 の う ち 、 任 命 権 者 又 は そ の 委 任 を 受 け た 者 の 要 請 に 応 じ 、 引 き 続 い て 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人
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( 退 職 手 当 ( こ れ に 相 当 す る 給 与 を 含 む 。) に 関 す る 規 程 に お い て 、 職 員 が 任 命 権 者 又 は そ の 委 任 を 受 け た

者 の 要 請 に 応 じ 、 退 職 手 当 を 支 給 さ れ な い で 、 引 き 続 い て 当 該 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員 と な つ た 場 合 に 、

職 員 と し て の 勤 続 期 間 を 当 該 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員 と し て の 勤 続 期 間 に 通 算 す る こ と と 定 め て い る 一

般 地 方 独 立 行 政 法 人 で 県 が 設 立 し た も の に 限 る 。 以 下 ｢ 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 ｣ と い う 。) の 役 員

( 常 時 勤 務 に 服 す る こ と を 要 し な い 者 を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。) と な る た め 退 職 し 、 か つ 、 引 き 続

き 当 該 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員 と し て 在 職 し た 後 引 き 続 い て 再 び 職 員 と な つ た 者 の 第 七 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 在 職 期 間 の 計 算 に つ い て は 、 先 の 職 員 と し て の 在 職 期 間 の 始 期 か ら 後 の 職 員 と し て の 在 職 期 間

の 終 期 ま で の 期 間 は 、 職 員 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間 と み な す 。

２ 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員 が 、 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 要 請 に 応 じ 、 引 き 続 い て 職 員 と

な る た め 退 職 し 、 か つ 、 引 き 続 い て 職 員 と な つ た 場 合 に お け る そ の 者 の 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 員 と し て

の 引 き 続 い た 在 職 期 間 に は 、 そ の 者 の 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間 ( 退

職 手 当 ( こ れ に 相 当 す る 給 与 を 含 む 。) に 関 す る 規 程 に お い て 、 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 職 員 が 引 き

続 き 当 該 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員 と な つ た 場 合 に 、 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 職 員 と し て の

勤 続 期 間 を 当 該 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員 と し て の 勤 続 期 間 に 通 算 す る こ と と 定 め て い る と き に あ

つ て は 、 そ の 者 が 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 職 員 と し て 在 職 し た 後 引 き 続 き 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法

人 の 役 員 と し て 在 職 し た 場 合 に お け る そ の 者 の 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 職 員 と し て の 引 き 続 い た 在 職

期 間 を 含 む 。) を 含 む も の と す る 。

３ 前 二 項 の 場 合 に お け る 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員 と し て の 在 職 期 間 の 計 算 に つ い て は 、 第 七 条

( 第 五 項 及 び 第 六 項 を 除 く 。) の 規 定 を 準 用 す る 。

４ 職 員 が 第 一 項 の 規 定 に 該 当 す る 退 職 を し 、 か つ 、 引 き 続 い て 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員 と な つ た

場 合 又 は 第 二 項 の 規 定 に 該 当 す る 職 員 が 退 職 し 、 か つ 、 引 き 続 い て 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員 と な

つ た 場 合 に お い て は 、 規 則 で 定 め る 場 合 を 除 き 、 こ の 条 例 の 規 定 に よ る 退 職 手 当 は 、 支 給 し な い 。

( 三 重 県 立 学 校 の 学 校 医 、 学 校 歯 科 医 及 び 学 校 薬 剤 師 の 公 務 災 害 補 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

第 六 条 三 重 県 立 学 校 の 学 校 医 、 学 校 歯 科 医 及 び 学 校 薬 剤 師 の 公 務 災 害 補 償 に 関 す る 条 例

( 昭 和 三 十 三 年 三 重 県 条 例 第 四 十 七 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 ｢ 県 立 大 学 の 学 校 医 等 に 関 し て は 知 事 、 県 立 大 学 以 外 の 県 立 の 学 校 の 学 校 医 等 に 関 し て は ｣ を 削 る 。

第 六 条 中 ｢ 県 立 大 学 の 学 校 医 等 に 関 し て は 三 重 県 規 則 、 県 立 大 学 以 外 の 県 立 の 学 校 の 学 校 医 等 に 関 し て は ｣

を 削 る 。

( 略 )

第 十 四 条 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ( 平 成 十 八 年 三 重 県 条 例 第 三 十 四 号 ) の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 三 項 中 ｢ 第 五 条 の 二 第 二 項 第 二 号 か ら 第 十 九 号 ま で ｣ を ｢ 第 五 条 の 二 第 二 項 第 二 号 か ら 第 二 十 一 号 ま

で ｣ に 改 め る 。

附 則

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 ( 第 六 条 の 四 第 二 項 中 ｢ 、 教 育 職 給 料 表

四 級 の 特 号 給 の 額 ｣ を 削 る 部 分 を 除 く 。) 、 第 五 条 、 第 十 三 条 及 び 第 十 四 条 の 規 定 は 、 平 成 二 十 一 年 三 月 三 十 一

日 か ら 施 行 す る 。

２ 第 六 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 立 学 校 の 学 校 医 、 学 校 歯 科 医 及 び 学 校 薬 剤 師 の 公 務 災 害 補 償 に 関 す る 条

例 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 に 支 給 す べ き 事 由 が 生 じ た 公 務 災 害 補 償 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 支 給

す べ き 事 由 が 生 じ た 公 務 災 害 補 償 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

三 重 県 立 特 別 支 援 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 年 十 二 月 二 十 五 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

��������	


三 重 県 立 特 別 支 援 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

三 重 県 立 特 別 支 援 学 校 条 例 ( 昭 和 三 十 九 年 三 重 県 条 例 第 四 十 七 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 の 表 中 ｢ 三 重 県 立 草 の 実 特 別 支 援 学 校 ｣ を ｢ 三 重 県 立 城 山 特 別 支 援 学 校 草 の 実 分 校 ｣ に 改 め る 。

附 則
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１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 の 施 行 の 日 の 前 日 に お い て 三 重 県 立 草 の 実 特 別 支 援 学 校 に 在 学 し て い る 者 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日

に 三 重 県 立 城 山 特 別 支 援 学 校 草 の 実 分 校 に 在 学 し て い る も の と す る 。



教育公報 号 外
平成20年12月25日発行

発 行
津 市 広 明 町 １３ 番 地
三 重 県 教 育 委 員 会

印 刷
有 限 会 社 第 一 プ リ ン ト 社

再生紙を使用しています
4


